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原
子
力
安
全
委
員
会
の
関
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

七
月
十
一
日
付
文
書
「
我
が
国
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
に
つ
い
て
（
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評

価
の
導
入
等
）
」
の
「
〈
解
決
方
法
〉
�
」
に
お
い
て
、
「
（
現
行
法
令
で
は
関
与
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
）
原
子
力
安
全

委
員
会
」
と
あ
る
が
、
現
行
法
と
は
具
体
的
に
ど
の
法
律
を
指
す
の
か
。
今
後
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
関
与
さ
せ
る
対
象

と
な
る
法
律
名
を
連
記
せ
よ
。

二

七
月
十
一
日
付
文
書
で
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
の
安
全
評
価
に
お
い
て
は
、

（
現
行
法
令
で
は
関
与
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
）
原
子
力
安
全
委
員
会
に
よ
る
確
認
の
下
、
評
価
項
目
・
評
価
実
施
計
画
を

作
成
し
、
こ
れ
に
沿
っ
て
、
事
業
者
が
評
価
を
行
う
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
確
認
し
、
さ
ら
に

原
子
力
安
全
委
員
会
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
」
と
記
載
さ
れ
、
日
本
語
で
は
「
確
認
」
、
英
文
で
は
「
ｃ
ｏ
ｎ
ｆ
ｉ

ｒ
ｍ
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
確
認
（
関
与
）
と
は
、
確
認
（
関
与
）
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い
て

「
ダ
メ
」
と
い
え
る
の
か
、
つ
ま
り
確
認
（
関
与
）
対
象
と
な
る
「
事
項
」
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
拒

否
権
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
確
認
（
関
与
）
は
さ
せ
る
が
つ
ま
り
意
見
は
言
わ
せ
る
が
、
そ
の
結
果
に
は
関
与
さ
せ

な
い
場
合
も
あ
る
と
の
位
置
付
け
か
。

一



三

斑
目
原
子
力
安
全
委
員
会
委
員
長
は
、
六
月
十
三
日
の
日
本
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
「
今
後
は
テ
ロ
対
策

や
核
不
拡
散
な
ど
も
含
め
、
原
子
力
の
規
制
や
監
督
を
一
元
的
に
担
う
組
織
が
必
要
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
六
月
二
十
二
日
の
「
第
十
七
回
原
子
力
安
全
基
準
・
指
針
専
門
部
会
」
に
お
い
て
、
山
口
専
門
委
員
提
出
の
「
安

全
設
計
指
針
等
の
見
直
し
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
」
に
対
し
て
、
四
専
門
委
員
が
以
下
の
発
言
を
し
て
い
る
。

岩
田
委
員
：
テ
ロ
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
想
定
外
の
こ
と
を
狙
っ
て
く
る
テ
ロ
に

対
し
て
、
指
針
類
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
す
る
対
策
チ
ー
ム
を
ど
う
や
っ
て
組
織
す
る
か
と
い
う
、
そ
の
緊

急
対
応
の
手
順
な
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
り
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
非
常
に
即
応
性
の
高
い
チ
ー
ム
の
作
り
方
み

た
い
な
そ
う
い
う
実
務
部
隊
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

山
口
委
員
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
一
番
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
外
部
事
象
と
テ
ロ
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
も
非

常
に
そ
れ
は
意
識
し
て
い
て
、
外
部
事
象
、
テ
ロ
と
い
う
観
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

阿
部
（
豊
）
委
員
：
テ
ロ
を
含
め
様
々
な
事
象
に
よ
り
全
交
流
電
源
が
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
敷
地
内
と
い
う
よ
り
は
少
な
く
と
も
圧
力
容
器
内
、
格
納
容
器
、
そ
こ
に
と
ど
め
て
決
定
論
的
に
事
故
を

停
止
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
指
針
の
改
定
が
必
要
。

二



中
西
委
員
：
地
震
、
津
波
、
火
山
等
の
自
然
現
象
、
テ
ロ
と
い
っ
て
も
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
を
含
め
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

考
慮
し
て
ほ
し
い
。

そ
こ
で
、
七
月
六
日
の
文
書
（
�
�
安
委
決
第
�
号
）
中
の
「
評
価
の
視
点
（
�
）
各
防
護
対
策
が
次
々
に
失
敗
す
る

（
機
能
し
な
い
）
と
仮
定
し
て
、
最
終
的
に
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
至
る
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
多
重

防
護
の
層
で
の
各
防
護
対
策
の
有
効
性
な
ら
び
に
限
界
を
示
す
こ
と
」
に
お
け
る
「
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
至
る
ま
で
の

シ
ナ
リ
オ
」
に
、
テ
ロ
も
含
ま
れ
る
の
か
。

四

質
問
三
で
記
載
し
た
「
第
十
七
回
原
子
力
安
全
基
準
・
指
針
専
門
部
会
」
に
お
け
る
四
専
門
委
員
の
発
言
内
容
に
つ
い
て

政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


